
 

契約締結前の公表について 

 

 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号の規定による随意契約について、岡山県財

務規則１４９条第２項第 2号の規定により、次のとおり公表する。 

 

令和８年６月５日 

 

１ 役務の名称及び内容 

   令和８年度森林研究所木材加工研究室場内整備委託業務 

 

２ 契約条項を示す場所 

   岡山県農林水産総合センター森林研究所木材加工研究室 

 

３ 契約の相手方の選定基準 

（１）主たる事務所が岡山県内に所在すること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定するシルバー人材センタ

ーであること。 

４ 契約の相手方の決定方法 

（１） 見積額が予算の範囲内であること。 

（２） 適切な業務の遂行が期待できること。 

５ 問合せ先 

業務委託仕様書の交付等については、下記の契約担当課までお問い合わせください。 

    〒７１７－００１３  真庭市勝山１８８４－２ 

    岡山県農林水産総合センター 森林研究所 木材加工研究室 

℡（０８６７）４４－３３６７ 

 


